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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　寝台と、
　前記寝台を支持する受け部、および前記受け部を昇降自在に支持する支柱部を有する支
持架台と、
　連結部材および前記受け部を介して前記支柱部に連結されて前記寝台の昇降に追従する
機器載置部と、
を備えていることを特徴とする寝台装置。
【請求項２】
　前記寝台は、収容かごと、前記収容かごの下方に配置されるフレーム部を有するかご受
けと、を備え、
　前記受け部は、前記フレーム部を支持することを特徴とする請求項１に記載の寝台装置
。
【請求項３】
　前記機器載置部が、前記寝台の上昇端位置から下降端位置に至るまで前記寝台に追従す
るときに、前記支持架台に非接触であることを特徴とする請求項１または２に記載の寝台
装置。
【請求項４】
　前記支持架台が、前記寝台を、同寝台の左右方向に延びる揺動軸回りに揺動自在に支持
する揺動支持機構を更に備え、
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　側面視した場合に、前記揺動支持機構が、前記寝台を、前記揺動軸に対して前後方向に
沿う前側の部分が下降し後側の部分が上昇するように揺動支持し、
　平面視した場合に、前記機器載置部が、前記揺動軸よりも前側に配置され、
　前記揺動支持機構が前記寝台を揺動支持した状態で、前記寝台及び前記揺動支持機構と
前記機器載置部との間に配置空間が設けられていることを特徴とする請求項１から３のい
ずれか１項に記載の寝台装置。
【請求項５】
　配管及び配線のうちの少なくとも一方である被ガイド体を下方から支持するとともに前
記寝台の下方に配置され、前記寝台の昇降に追従するガイド部を更に備えていることを特
徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の寝台装置。
【請求項６】
　前記寝台が、その平面視において左右方向よりも前後方向に長く、
　前記機器載置部及び前記ガイド部が、前後方向に位置をずらして配置されていることを
特徴とする請求項５に記載の寝台装置。
【請求項７】
　前記ガイド部が、前記寝台に着脱自在に吊り下げられていることを特徴とする請求項５
又は６に記載の寝台装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、寝台装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば下記特許文献１に示すような寝台装置が知られている。この寝台装置
は、寝台と、寝台を昇降自在に支持する支持架台と、を備えている。この寝台装置は、支
持架台に固定されたキャビネットを更に備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１０４１００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記従来の寝台装置では、キャビネット上に、例えば医療機器その他の機器
を載置するとともに、機器から、配管や配線などの被ガイド体を延ばし、被ガイド体を、
寝台や、寝台上の人に接続することが考えられる。
　しかしながら、この場合、寝台を上昇させたときには、被ガイド体の長さが足りなくな
り被ガイド体が過度に大きな力で引っ張られるおそれがある。また、寝台を下降させたと
きには、被ガイド体が長すぎて撓んで床面に接触するおそれがある。
　このように、寝台を昇降させると、機器から延びる被ガイド体が引っ張られたり、撓ん
だりするおそれがあり、寝台装置として使い勝手が悪いという問題がある。
【０００５】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、使い勝手を向上させることを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提案している。
（１）本発明に係る寝台装置は、寝台と、前記寝台を昇降自在に支持する支持架台と、載
置面を有するとともに前記寝台よりも下方に配置され、前記寝台の昇降に追従する機器載
置部と、備えていることを特徴とする。
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【０００７】
　この場合、機器載置部が、寝台の昇降に追従する。したがって、載置面上に載置された
機器から延びる被ガイド体が、寝台や、寝台上の人に接続されていても、被ガイド体が引
っ張られたり、撓んだりするのを抑えることが可能になり、使い勝手を向上させることが
できる。
【０００８】
（２）上記（１）に記載の寝台装置において、前記機器載置部が、前記寝台の上昇端位置
から下降端位置に至るまで前記寝台に追従するときに、前記支持架台に非接触であっても
よい。
【０００９】
　この場合、機器載置部が、寝台の上昇端位置から下降端位置に至るまで寝台に追従する
ときに、支持架台に非接触である。したがって、寝台が昇降するときに機器載置部が支持
架台に接触することにより、寝台の昇降が意図せず規制されるのを抑えることが可能にな
り、使い勝手を確実に向上させることができる。
【００１０】
（３）上記（１）又は（２）に記載の寝台装置において、前記支持架台が、前記寝台を、
同寝台の左右方向に延びる揺動軸回りに揺動自在に支持する揺動支持機構を更に備え、側
面視した場合に、前記揺動支持機構が、前記寝台を、前記揺動軸に対して前後方向に沿う
前側の部分が下降し後側の部分が上昇するように揺動支持し、平面視した場合に、前記機
器載置部が、前記揺動軸よりも前側に配置され、前記揺動支持機構が前記寝台を揺動支持
した状態で、前記寝台及び前記揺動支持機構と前記載置面との間に配置空間が設けられて
いてもよい。
【００１１】
　この場合、揺動支持機構が寝台を揺動支持した状態で、寝台及び揺動支持機構と載置面
との間に配置空間が設けられていて、寝台と載置面とが配置空間の高さ分、離間している
。したがって、例えば、機器として、配置空間の高さよりも低いものを載置面上に配置す
ることで、揺動支持機構が寝台を揺動支持した状態であっても、寝台と機器とが干渉する
のを防ぐことができる。これにより、揺動支持機構による寝台の揺動が意図せず規制され
るのを抑えることが可能になり、使い勝手を確実に向上させることができる。
【００１２】
（４）上記（１）から（３）のいずれか一項に記載の寝台装置において、配管及び配線の
うちの少なくとも一方である被ガイド体を下方から支持するとともに前記寝台の下方に配
置され、前記寝台の昇降に追従するガイド部を更に備えていてもよい。
【００１３】
　この場合、例えば、載置面上の機器から延びる被ガイド体を、ガイド部によって下方か
ら支持して目的とする位置に向けて案内することができる。ここで、ガイド部が、寝台の
昇降に追従するので、ガイド部によって支持された被ガイド体が、寝台や、寝台上の人に
接続されていても、被ガイド体が引っ張られたり、撓んだりするのを抑えることが可能に
なり、使い勝手を確実に向上させることができる。
　また、ガイド部が、寝台の下方に配置されている。したがって、ガイド部により案内さ
れる被ガイド体を、寝台によって上方から覆い隠すことが可能になり、見栄えをよくする
こともできる。
【００１４】
（５）上記（４）に記載の寝台装置において、前記寝台が、その平面視において左右方向
よりも前後方向に長く、前記機器載置部及び前記ガイド部が、前後方向に位置をずらして
配置されていてもよい。
【００１５】
　この場合、機器載置部及びガイド部が、前後方向に位置をずらして配置されている。し
たがって、例えば、載置面上の機器から延びる被ガイド体を、ガイド部によって前後方向
に案内することが可能になり、使い勝手をより向上させることができる。
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【００１６】
（６）上記（４）又は（５）に記載の寝台装置において、前記ガイド部が、前記寝台に着
脱自在に吊り下げられていてもよい。
【００１７】
　この場合、ガイド部が、寝台に着脱自在に吊り下げられている。したがって、例えば、
寝台として、既存の寝台装置を構成する寝台と同様の構造を採用し、その寝台にガイド部
を容易に装着させること等ができる。これにより、寝台の構造についての自由度を高め易
くすることができるとともに、組み付け性の向上を図ることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、使い勝手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る寝台装置の斜視図である。
【図２】図１に示す寝台装置の側面図である。
【図３】図１に示す寝台装置を構成する支持架台の要部の平面図である。
【図４】図１に示す寝台装置を構成する寝台であって、収容かごを離脱させた状態を示す
平面図である。
【図５】図１に示す寝台装置を構成する機器載置部を示す斜視図である。
【図６】図１に示す寝台装置を構成するガイド部を示す斜視図である。
【図７】図１に示す寝台装置の側面図であって、寝台を揺動軸回りに揺動させた状態を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の一実施形態に係る寝台装置１０を、図面に基づいて以下に説明する。図１から
図７において、矢印Ｈは人体（新生児、乳児、児）を乗せる際に頭側となる向きを示し、
また矢印Ｆは人体を乗せる際に足側となる向きを示している。以下の説明においては、矢
印Ｈ側を後方、矢印Ｆ側を前方、矢印Ｈ、Ｆの方向（前後方向）に対して直交する水平方
向を左右と言う場合が有る。
【００２１】
　図１から図７に示すように、寝台装置１０は、寝台１１と、寝台１１を昇降自在に支持
する支持架台１２と、寝台１１よりも下方に配置された機器載置部１３と、寝台１１の下
方に配置されたガイド部１４と、を備えている。この寝台装置１０は、例えば、ＧＣＵや
ＮＩＣＵ等の医療環境下において利用する新生児用ベッドとして採用することができる。
【００２２】
　寝台１１は、その平面視において左右方向よりも前後方向に長い。寝台１１は、収容か
ご１５と、かご受け１６と、を備えている。寝台１１には、人体が収容される収容空間１
７が設けられていて、本実施形態では、収容空間１７は、収容かご１５の内部によって形
成されている。
【００２３】
　収容かご１５は、平面視において矩形状に形成される。収容かご１５は、平坦状に形成
された床面部１８と、床面部１８の外周縁に全周にわたって立設された周壁部１９と、を
備えている。
　床面部１８上には、必要に応じてマットレス（不図示）が配置される。周壁部１９のう
ち、後側に位置し平面視Ｕ字形状をなす後壁２０は、前側に位置し平面視Ｕ字形状をなす
前壁２１よりも高い。周壁部１９の上端部のうち、後壁２０の上端部と前壁２１の上端部
とを接続する部分は、上方から下方に向けて傾斜している。
【００２４】
　かご受け１６には、収容かご１５が着脱自在に装着され、かご受け１６は、収容かご１
５を下方から支持する。図４に示すように、かご受け１６は、フレーム部２２と、グリッ
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プ部２３と、を備えている。
　フレーム部２２は、収容かご１５の下方に配置される。フレーム部２２は、平面視にお
いて環状をなし、前後方向に長い矩形状に形成されている。
【００２５】
　グリップ部２３は、前後方向に間隔をあけて一対配置され、各グリップ部２３は、フレ
ーム部２２の前後両端部上に各別に固定されている。グリップ部２３は、フレーム部２２
の前端部または後端部上に配置される底壁部２４と、底壁部２４の外周縁から立設される
側壁部２５と、を備えている。
【００２６】
　底壁部２４の下面には、フレーム部２２の前端部または後端部が嵌合される嵌合溝（不
図示）が形成されている。図１及び図４に示すように、側壁部２５は、収容かご１５の前
壁２１または後壁２０を外側から覆うように、底壁部２４の外周縁に立設されている。一
対のグリップ部２３間には、収容かご１５が着脱自在に装着される装着空間２７が形成さ
れている。
【００２７】
　図１から図３に示すように、支持架台１２は、脚フレーム材２８と、キャスター２９と
、支柱部３０（昇降台）と、受け部３１と、揺動支持機構３２と、を備えている。
　脚フレーム材２８は、前後方向に延び、左右一対設けられている。脚フレーム材２８は
、全長にわたって上下方向に同等の位置を維持している。
【００２８】
　図３に示すように、脚フレーム材２８における前後方向の中央部には、前後方向に沿っ
て延びる直線部３３が設けられている。直線部３３は、水平方向に沿って直線的に延在し
ている。脚フレーム材２８は、この直線部３３と、この直線部３３の両端より平面視して
湾曲した湾曲部３４と、この湾曲部３４に連なって直線的に延在する脚先端部３５と、こ
の脚先端部３５の末端に溶接固定された取付け部３６と、を備えている。
【００２９】
　左右一対の脚フレーム材２８は、左右方向に間隔をあけて配置されるとともに、左右方
向に線対称に形成されている。これら一対の脚フレーム材２８を平面視した場合、直線部
３３は互いに平行をなし、湾曲部３４は互いに離間する方向に曲がっており、脚先端部３
５はさらに互いに離間する方向に延在している。
【００３０】
　各脚フレーム材２８は、一方の脚先端部３５から湾曲部３４及び直線部３３及び他の湾
曲部３４を経て他方の脚先端部３５に至るまで、それぞれ一本の長尺部材を水平方向の２
箇所で曲げ加工して得られた一体品を主要構成要素としており、この一体品の両端に前記
取付け部３６が溶接固定されている。
【００３１】
　図１から図３に示すように、各取付け部３６の上端には、その開口部を覆うゴム栓３７
が嵌め込まれており、このゴム栓３７を外した場合には、開口部に点滴棒３８を差し込ん
で支持具として用いることが可能となっている。
　キャスター２９は、各取付け部３６のそれぞれに対して鉛直軸線回りに回転自在に取付
けられた回転軸（不図示）と、この回転軸に対して取付けられた車輪３９と、この車輪３
９の回転を許可又はロックするストッパ４０とを備えている。
【００３２】
　支柱部３０は、前記一対の直線部３３間に挟まれてかつ鉛直方向に延在するように溶接
固定された角パイプ形状の台座部４１と、この台座部４１内に同軸かつ鉛直方向に昇降自
在に挿入された昇降部４２と、これら台座部４１及び昇降部４２間に設けられたガススプ
リング（不図示）と、昇降部４２の昇降動作を許可及び禁止する昇降レバー４３と、台座
部４１及び前記一対の直線部３３間の溶接箇所を覆うゴムカバー４４と、を備えている。
【００３３】
　台座部４１は、その下端が前記一対の直線部３３の各下縁よりも下方に突出するように
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固定されている。このようにして台座部４１の高さ位置を下げることにより、重心位置を
下げて安定性をより高めることが可能となる。昇降部４２は、台座部４１よりも細い角パ
イプ形状をなしている。前記ガススプリングは、台座部４１に対して昇降部４２を鉛直上
方向に向かって相対的に付勢している。昇降レバー４３は、昇降部４２を間にして左右両
方に設けられており、寝台１１の左右どちらからでも操作可能となっている。
【００３４】
　支柱部３０において、作業者が昇降レバー４３を操作していない状態では、昇降部４２
の昇降動作がロックされている。一方、作業者が昇降レバー４３を操作してロックを解除
した場合には、前記ガススプリングによる付勢力を受けて昇降部４２が鉛直上方に向かっ
て緩やかに上昇する。また、作業者が昇降レバー４３を操作してロックを解除した状態で
寝台１１を鉛直下方に向かって押し込んだ場合には、昇降部４２が鉛直下方に向かって緩
やかに下降する。
　このように、作業者が昇降レバー４３を操作してロックを解除した状態で寝台１１を上
下動させ、寝台１１が適切な高さ位置に至った時点で作業者が昇降レバー４３を操作して
ロックをかけることにより、寝台１１を所望の高さ位置に設定することができる。
【００３５】
　ところで図３に示すように、支持架台１２には、前後方向に突出する脚部４５が設けら
れている。脚部４５は、前側に向けて延びる左右一対の前脚部４５ａと、後側に向けて延
びる左右一対の後脚部４５ｂと、を備えている。左側の前脚部４５ａと左側の後脚部４５
ｂとは、左側の脚フレーム材２８により形成され、右側の前脚部４５ａと右側の後脚部４
５ｂとは、右側の脚フレーム材２８により形成されている。前脚部４５ａは、脚フレーム
材２８のうち、支柱部３０（ゴムカバー４４）から前方に突出する部分により形成され、
後脚部４５ｂは、脚フレーム材２８のうち、支柱部３０（ゴムカバー４４）から後方に突
出する部分により形成されている。
【００３６】
　左右一対の前脚部４５ａ同士は、前方に向かうに従って左右方向に互いに離間して、前
脚部４５ａ同士の間には、前方スペースＳ１（前後スペース）が設けられている。左右一
対の後脚部４５ｂ同士は、後方に向かうに従って左右方向に互いに離間して、後脚部４５
ｂ同士の間には、後方スペースＳ２（前後スペース）が設けられている。左側の前脚部４
５ａと左側の後脚部４５ｂとの間、及び右側の前脚部４５ａと右側の後脚部４５ｂとの間
には、左右一対の側方スペースＳ３が設けられている。
【００３７】
　各脚部４５の基端部は、脚フレーム材２８の直線部３３により形成されていて、前後方
向に沿って直線状に延びている。また各脚部４５の先端部は、脚フレーム材２８の湾曲部
３４及び脚先端部３５により形成され、平面視した場合に、前後方向の外側に向けて凸と
なるように湾曲している。
【００３８】
　図１に示すように、左右一対の前脚部４５ａ同士の間には、架設部材４６が設けられて
いる。架設部材４６は、平面視において、辺部が前後方向及び左右方向に延びる矩形状に
形成されている。架設部材４６は、前脚部４５ａの上面に固定されている。架設部材４６
は、ケース４７と、引き出し４８と、を備えるキャビネットとされている。引き出し４８
は、ケース４７から前側に向けて引き出される。なお図２、図３及び図７では、架設部材
４６の図示を省略している。
【００３９】
　図１、図２及び図４に示すように、受け部３１は、平置きの状態の寝台１１を下方から
支持する。受け部３１は、昇降部４２の上端部に溶接固定されている。受け部３１は、平
面視において左右方向に長い矩形状に形成されている。
　揺動支持機構３２は、寝台１１を左右方向に延びる揺動軸Ｏ回りに揺動自在に支持する
。揺動支持機構３２は、寝台１１を平置きの状態から揺動させる場合は、寝台１１を、揺
動軸Ｏに対して前側の部分が下降し後側の部分が上昇するように揺動支持している。なお
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、寝台１１を傾斜状態から平置き状態に戻す場合には、受け部３１が寝台１１に当接して
動作を止めるので、後側に向けた過度な揺動が禁止されている。
【００４０】
　揺動支持機構３２は、受け部３１に対して寝台１１を揺動（傾動）自在に連結する揺動
軸受け４９（傾動軸受け）と、揺動軸受け４９を中心として寝台１１が揺動する際に前記
揺動に追従して伸縮するダンパー５０と、ダンパー５０の伸縮を許可及び規制する揺動操
作部５１と、を備えている。
【００４１】
　揺動軸受け４９は、受け部３１から前方に向けて突出する金具（金属板）である。揺動
軸受け４９は、左右一対設けられていて、寝台１１のフレーム部２２にそれぞれ軸体を介
して固定されている。左右一対の揺動軸受け４９に挿通された両軸体は、互いに共通軸上
に配置されていて、この共通軸が揺動軸Ｏとなっている。
　ダンパー５０としては、例えばガススプリングを備える構成などを採用することができ
る。ダンパー５０の一端は受け部３１に対して回動自在に連結され、ダンパー５０の他端
は寝台１１に対して回動自在に連結されている。
【００４２】
　ダンパー５０は、前後方向に直線状に延びていて、側面視において前後方向及び上下方
向の両方向に傾斜している。ダンパー５０は、後側から前側に向かうに従い漸次、上方に
向けて延びている。ダンパー５０の後端部（下端部）は、受け部３１から下方に突出する
第１支持金具５３に、左右方向に延びる第１回動軸（不図示）回りに回動自在に固定され
ている。ダンパー５０の前端部（上端部）は、寝台１１から下方に突出する第２支持金具
５４に、左右方向に延びる第２回動軸（不図示）回りに回動自在に固定されている。
【００４３】
　揺動操作部５１は、ダンパー５０に一体に設けられている。揺動操作部５１は、ダンパ
ー５０の前端部に回動自在に設けられた金属製のレバー５５と、このレバー５５の先端に
固定された樹脂製の手掛け部５６とを備えている。レバー５５は、ダンパー５０の上端部
より前方側に向かって延在しているため、手掛け部５６が寝台１１真下の前端寄りに配置
される。よって、手掛け部５６へのアクセスが容易となるので、作業者が揺動操作部５１
を容易に操作することが可能となる。
【００４４】
　機器載置部１３は、上方を向く載置面５７を有する。機器載置部１３は、表裏面が上下
方向を向く平板状に形成され、支柱部３０よりも前側に配置されている。機器載置部１３
は、平面視において辺部が前後方向及び左右方向の両方向に延びている。載置面５７は、
機器載置部１３の上面により形成されている。
　機器載置部１３は、受け部３１に、連結部材５８を介して連結されていて、寝台１１に
間接的に連結されている。機器載置部１３は、連結部材５８に、前後方向にスライド移動
自在に連結されている。
【００４５】
　図５に示すように、連結部材５８は、左右方向に支柱部３０を挟む左右一対の連結フレ
ーム５９を備えている。連結フレーム５９は、受け部３１から前方に向けて延びている。
連結フレーム５９は、受け部３１の下面に固定されたフレーム基端部６０と、フレーム基
端部６０の前端部から下方に延びるフレーム中間部６１と、フレーム中間部６１の下端部
から前方に延びるフレーム先端部６２と、を備えている。フレーム先端部６２は、機器載
置部１３から後方に向けて開口するガイド孔（不図示）内に、前進移動量が規制された状
態で、前後方向に摺動自在に挿通されている。
【００４６】
　載置面５７上には、医療機器６４（機器）が配置されている。医療機器６４としては、
児の生体情報を読み取るサチュレーションモニター等がある。
　図２に示すように、医療機器６４には、配管及び配線のうちの少なくとも一方である被
ガイド体６５が接続されている。配管は、気体や液体などの流体を移送し、配線は、電力
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や電気信号などを伝達する。被ガイド体６５としては、例えば電源線、信号線、ＬＡＮケ
ーブル、酸素等の医療用ガス用のガス管等がある。被ガイド体６５は、医療機器６４と、
寝台１１や、寝台１１上の人と、を接続することができる。また、例えば電源線などの被
ガイド体６５は、医療機器６４から後方に向けて延ばし、部屋の壁面に設けられたコンセ
ント（不図示）に差し込むこともできる。
【００４７】
　ガイド部１４は、被ガイド体６５を下方から支持する。ガイド部１４は、支柱部３０よ
りも後側に配置されていて、機器載置部１３及びガイド部１４は、前後方向に位置をずら
して配置されている。
　ガイド部１４は、寝台１１に着脱自在に吊り下げられている。図６に示すように、ガイ
ド部１４は、１本の線材を複数回屈曲することで形成される。ガイド部１４は、左右方向
に対称に形成されている。ガイド部１４は、寝台１１のフレーム部２２に装着される左右
一対の装着部６６と、両装着部６６間に左右方向に架設された架設部６７と、を備えてい
る。
【００４８】
　装着部６６は、逆Ｕ字形状をなしフレーム部２２に着脱自在に嵌合される前後一対の嵌
合部６８と、前後一対の嵌合部６８を連結する連結部６９と、を備えている。後側の嵌合
部６８のうち、左右方向の内側に位置する部分には、外側に位置する部分よりも下方に延
びる延長部７０が設けられている。連結部６９は、前後方向に延びていて、前後一対の嵌
合部６８のうち、左右方向の外側に位置する部分同士を連結する。
【００４９】
　架設部６７と寝台１１とは、上下方向に離間している。架設部６７は、左右一対の装着
部６６同士のうちの延長部７０同士を連結する。架設部６７は、左右方向に延びる本体部
７１と、本体部７１における左右方向の両端部から前方に突出する突出部７２と、を備え
ている。突出部７２の前端部は、延長部７０の下端部に連結されている。本体部７１及び
突出部７２は、同一平面上に位置している。
【００５０】
　機器載置部１３及びガイド部１４は、寝台１１の昇降に追従する。機器載置部１３及び
ガイド部１４は、寝台１１の上昇端位置から下降端位置に至るまで寝台１１に追従すると
きに、支持架台１２に非接触である。
　なお図７に示すように、揺動支持機構３２が寝台１１を揺動支持した状態で、寝台１１
及び揺動支持機構３２と載置面５７との間に配置空間７３が設けられている。医療機器６
４は、配置空間７３内に収まるよう載置面５７上に配置されている。
【００５１】
　以上説明したように、本実施形態に係る寝台装置１０によれば、機器載置部１３が、寝
台１１の昇降に追従する。したがって、載置面５７上に載置された医療機器６４から延び
る被ガイド体６５が、寝台１１や、寝台１１上の人に接続されていても、被ガイド体６５
が引っ張られたり、撓んだりするのを抑えることが可能になり、使い勝手を向上させるこ
とができる。
【００５２】
　また、機器載置部１３が、寝台１１の上昇端位置から下降端位置に至るまで寝台１１に
追従するときに、支持架台１２に非接触である。したがって、寝台１１が昇降するときに
機器載置部１３が支持架台１２に接触することにより、寝台１１の昇降が意図せず規制さ
れるのを抑えることが可能になり、使い勝手を確実に向上させることができる。
【００５３】
　また、揺動支持機構３２が寝台１１を揺動支持した状態で、寝台１１及び揺動支持機構
３２と載置面５７との間に配置空間７３が設けられていて、寝台１１と載置面５７とが配
置空間７３の高さ分、離間している。したがって、例えば本実施形態のように、医療機器
６４として、配置空間７３の高さよりも低いものを載置面５７上に配置することで、揺動
支持機構３２が寝台１１を揺動支持した状態であっても、寝台１１と医療機器６４とが干
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渉するのを防ぐことができる。これにより、揺動支持機構３２による寝台１１の揺動が意
図せず規制されるのを抑えることが可能になり、使い勝手を確実に向上させることができ
る。
【００５４】
　また、例えば、載置面５７上の医療機器６４から延びる被ガイド体６５を、ガイド部１
４によって下方から支持して目的とする位置に向けて案内することができる。ここで、ガ
イド部１４が、寝台１１の昇降に追従するので、ガイド部１４によって支持された被ガイ
ド体６５が、寝台１１や、寝台１１上の人に接続されていても、被ガイド体６５が引っ張
られたり、撓んだりするのを抑えることが可能になり、使い勝手を確実に向上させること
ができる。
　また、ガイド部１４が、寝台１１の下方に配置されている。したがって、ガイド部１４
により案内される被ガイド体６５を、寝台１１によって上方から覆い隠すことが可能にな
り、見栄えをよくすることもできる。
【００５５】
　また、機器載置部１３及びガイド部１４が、前後方向に位置をずらして配置されている
。したがって、例えば、載置面５７上の機器から延びる被ガイド体６５を、ガイド部１４
によって前後方向に案内することが可能になり、使い勝手をより向上させることができる
。
【００５６】
　また、ガイド部１４が、寝台１１に着脱自在に吊り下げられている。したがって、例え
ば、寝台１１として、既存の寝台装置を構成する寝台１１と同様の構造を採用し、その寝
台１１にガイド部１４を容易に装着させること等ができる。これにより、寝台１１の構造
についての自由度を高め易くすることができるとともに、組み付け性の向上を図ることが
できる。
【００５７】
　また、前脚部４５ａ同士の間に前方スペースＳ１が設けられ、後脚部４５ｂ同士の間に
後方スペースＳ２が設けられている。さらに、左側の前脚部４５ａと左側の後脚部４５ｂ
との間、及び右側の前脚部４５ａと右側の後脚部４５ｂとの間に、左右一対の側方スペー
スＳ３が設けられている。したがって、他者が寝台装置１０に接近するときに、前後方向
、左右方向のいずれの方向から接近した場合であっても、その人の足を、前方スペースＳ
１、後方スペースＳ２又は側方スペースＳ３のいずれかに進入させることができる。これ
により、他者の接近が脚部４５によって阻害されるのを抑制することができる。
　ここで、この種の寝台装置１０に対しては、例えば本実施形態のように、寝台１１上に
新生児や乳児が乗せられているとき等に、その児を抱きかかえることを目的として、看護
者などの他者が前後方向よりも左右方向から接近する機会が多い。そこで、この寝台装置
１０では、各脚部４５の基端部が、前後方向に沿って直線状に延びている。これにより、
例えば、各脚部４５の基端部が、左右方向の外側に向けて張り出している場合などに比べ
て、側方スペースＳ３を広く確保することができる。その結果、他者の接近が脚部４５に
よって阻害されるのを効果的に抑制することができる。
【００５８】
　また、左側の前脚部４５ａと左側の後脚部４５ｂとが、左側の脚フレーム材２８により
形成され、右側の前脚部４５ａと右側の後脚部４５ｂとが、右側の脚フレーム材２８によ
り形成されている。さらに、各脚部４５の基端部が、脚フレーム材２８の直線部３３によ
り形成されている。したがって、４つの脚部４５を、２つの脚フレーム材２８により構成
することが可能になり、部品点数を少なく抑えることができる。
【００５９】
　また、支柱部３０が、各脚フレーム材２８の直線部３３に固定されている。したがって
、支柱部３０と脚フレーム材２８との固定部分における接触面積を確保することが可能に
なり、支柱部３０と脚フレーム材２８とを強固に固定することができる。
　また、直線部３３は、脚フレーム材２８における前後方向の中央部に設けられている。
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したがって、支柱部３０を直線部３３に固定することで、支柱部３０を脚フレーム材２８
における中央部に固定することが可能になり、寝台装置１０の前後方向における重さのバ
ランスをとり易くすることができる。
【００６０】
　また、各脚部４５の先端部が、前後方向の外側に向けて凸となるように湾曲している。
したがって、寝台装置１０に接近する他者の足が、前方スペースＳ１、後方スペースＳ２
又は側方スペースＳ３に進入するときに、仮にその足が、各脚部４５の先端部に衝突した
としても、その衝撃を弱めることができる。
【００６１】
　また、左右一対の前脚部４５ａ同士の間に、架設部材４６が設けられているので、架設
部材４６によって脚部４５を補強することができる。なお本実施形態のように、架設部材
４６が、物が載置される載置面５７や、物が収納される収納部を有している場合には、寝
台装置１０における物の収納容量を確保することもできる。
【００６２】
　なお、本発明の技術的範囲は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００６３】
　ガイド部１４、揺動支持機構３２、点滴棒３８、架設部材４６がなくてもよい。なお架
設部材４６は、左右一対の後脚部４５ｂ同士の間に設けられてもよい。
　各脚部４５の先端部が、前後方向の外側に向けて凸となるように湾曲していなくてもよ
く、例えば、鋭角をなすように屈曲していてもよい。
　４つの脚部４５が、２つの脚フレーム材２８により形成されていなくてもよい。例えば
、４つの脚部４５を、それぞれ１つずつ４つの別々の部材によって形成することも可能で
ある。この場合、支柱部３０に４つの脚部４５を各別に固定することができる。
　脚部４５の基端部が、直線状に延びていなくてもよい。例えば、基端部が、左右方向に
凸となるように湾曲していてもよい。
【００６４】
　上記実施形態では、支持架台１２にキャスター２９を備えて走行可能としたが、この構
成のみに限らず、キャスター２９を備えずに床面に据え付ける構成にも本発明は採用可能
である。
　本発明は、新生児用ベッドに限られず、小児用ベッドなど、他の寝台装置１０にも適用
することが可能である。
【００６５】
　その他、本発明の趣旨に逸脱しない範囲で、前記実施形態における構成要素を周知の構
成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、前記した変形例を適宜組み合わせても
よい。
【符号の説明】
【００６６】
１０　 寝台装置
１１　 寝台
１２　 支持架台
１３　 機器載置部
１４　 ガイド部
２８　 脚フレーム材
２９　 キャスター
３０　 支柱部
３２　 揺動支持機構
３３　 直線部
４５　 脚部
４５ａ 前脚部
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４５ｂ 後脚部
４６　 架設部材
６５　 被ガイド体
Ｓ１　 前方スペース（前後スペース）
Ｓ２　 後方スペース（前後スペース）
Ｓ３　 側方スペース

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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